
容容積積率率のの移移転転にに係係るる法法務務とと税税務務のの考考察察

Ⅰ

は
じ
め
に

東
京
駅
周
辺
の
再
開
発
事
業

で
は
、
東
京
駅
駅
舎
の
改
修
工

事
費
用
約
５
０
０
億
円
を
捻
出

す
る
た
め
、
駅
舎
上
空
の
未
利

用
容
積
率
（
い
わ
ゆ
る
空
中

権
）
を
新
丸
の
内
ビ
ル
等
の
建

設
の
た
め
に
売
却
し
て
い
る
。

ま
た
、平
成
２５
年
１１
月
５
日
、
政

府
は
地
域
限
定
で
規
制
を
緩
め

る
国
家
戦
略
特
区
法
案
を
閣
議

決
定
し
国
会
に
提
出
し
て
お

り
、
特
区
の
規
制
緩
和
の
柱
と

し
て
容
積
率
の
緩
和
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
容
積
率
の
移
転
取
引

（
本
稿
で
は
対
価
を
収
受
し
た

場
合
に
言
及
す
る
。
）
の
法
的

側
面
と
税
務
上
の
取
扱
い
（
所

得
税
法
と
法
人
税
法
に
お
い
て

基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
た

め
、
本
稿
で
は
所
得
税
法
に
言

及
す
る
。
）
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。

Ⅱ

容
積
率
の
移
転
の
法
的
性
質
と
権
利
設
定

１

容
積
率
の
移
転
の
法
的
性

質�

容
積
率
を
利
用
す
る
こ

と
と
は

土
地
の
所
有
者
は
、
原
則
と

し
て
そ
の
所
有
す
る
土
地
の
上

下
に
つ
い
て
自
由
に
使
用
、
収

益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
（
所

有
権
）
を
有
し
て
お
り
（
民
２

０
６
、
２
０
７
）
、
そ

の

所

有

す
る
土
地
に
建
築
物
を
建
築
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
形
態
（
容

積
率
や
高
さ
な
ど
）
を
自
由
に

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
民
法
２
０
６
条
及
び
２
０

７
条
で
は
「
法
令
の
制
限
内
に

お
い
て
」
と
い
う
条
件
が
付
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
土
地
の
所

有
権
に
一
定
の
制
限
が
加
え
ら

れ
、
そ
の
制
限
を
す
る
主
要
な

法
律
が
都
市
計
画
法
及
び
建
築

基
準
法
と
な
る
。
建
築
基
準
法

第
５２
条
（
容
積
率
）
は
、
容
積

率
の
限
度
ま
で
、
土
地
の
上
に

建
築
物
を
建
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
土

地
の
所
有
権
に
基
づ
く
使
用
権

及
び
収
益
権
に
制
限
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
容
積

率
を
利
用
す
る
こ
と
と
は
、
土

地
の
所
有
権
に
基
づ
く
使
用
権

及
び
収
益
権
を
制
限
利
用
す
る

こ
と
と
い
え
る
。

�

容
積
率
の
移
転
を
可
能

と
す
る
制
度

容
積
率
の
移
転
を
可
能
と
す

る
制
度
と
し
て
、
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
も
の
で
は
、
特
例
容

積
率
適
用
地
区
（
都
計
法
９

⑮
）
、
特
定
街
区
（
都
計
法
９

⑲
）
、
容
積
適
正
配
分
型
地
区

計
画
（
都
計
法
１２
の
７
）
及
び

再
開
発
等
促
進
区
（
都
計
法
１２

の
５
③
）
な
ど
が
あ
り
、
建
築

基
準
法
に
基
づ
く
も
の
で
は
、

一
団
地
の
総
合
的
設
計
制
度

（
建
基
法
８６
①
）
及
び
連
担
建

築
物
設
計
制
度
（
建
基
法
８６

②
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

制
度
は
、
容
積
率
の
移
転
を
直

接
規
定
し
て
お
ら
ず
、
容
積
率

の
制
限
の
緩
和
を
実
質
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る

地
域
を
一
体
と
し
て
都
市
計
画

等
を
考
え
て
い
く
中
で
、
一
定

範
囲
の
容
積
率
を
制
限
す
る
と

共
に
別
の
範
囲
の
容
積
率
を
緩

和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と

し
て
一
定
範
囲
の
容
積
率
に
収

め
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
容

積
率
の
緩
和
を
受
け
る
側
で
は

一
定
の
容
積
率
を
超
え
る
建
築

物
を
建
築
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
一
方
容
積
率
の
制
限
を

受
け
る
側
で
は
一
定
の
容
積
率

以
上
の
建
築
物
を
建
築
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、
結
果
と

し
て
容
積
率
を
移
転
し
た
こ
と

と
同
様
の
効
果
が
生
じ
る
の
で

あ
る
。

�

容
積
率
の
移
転
の
法
的

性
質

上
記
�
及
び
�
を
踏
ま
え
て

容
積
率
の
移
転
の
法
的
性
質
を

考
察
す
る
。
容
積
率
の
緩
和
を

受
け
る
側
で
は
土
地
の
所
有
権

に
基
づ
く
使
用
権
及
び
収
益
権

が
拡
大
す
る
効
果
が
生
じ
、
一

方
容
積
率
の
制
限
を
受
け
る
側

で
は
本
来
利
用
で
き
る
土
地
の

所
有
権
に
基
づ
く
使
用
権
及
び

収
益
権
を
行
使
し
な
い
と
い
う

不
作
為
義
務
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
容
積
率
の
移

転
の
法
的
性
質
は
、
容
積
率
を

移
転
（
制
限
）
す
る
土
地
の
所

有
権
に
基
づ
く
使
用
権
及
び
収

益
権
に
対
す
る
制
限
で
あ
り
、

こ
れ
は
土
地
の
貸
付
け
に
準
ず

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。な

お
、
容
積
率
の
移
転
を
都

市
計
画
法
又
は
建
築
基
準
法
に

よ
っ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
余

剰
容
積
利
用
権
（
物
権
）
の
譲

渡
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、

私
法
上
、
明
示
の
権
利
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
な
い
余
剰
容
積

利
用
権
を
物
権
と
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
（
民
１
７
５
）
。

２

容
積
率
の
移
転
に
係
る
権

利
設
定

都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準

法
の
諸
制
度
に
よ
り
容
積
率
の

移
転
（
緩
和
と
制
限
）
が
さ
れ

て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
許

可
又
は
認
可
の
制
度
に
よ
り
、

土
地
の
使
用
権
及
び
収
益
権
の

拡
大
又
は
制
限
が
間
接
的
に
確

保
さ
れ
て
い
る
が
、
容
積
率
を

移
転
（
制
限
）
す
る
土
地
の
使

用
権
及
び
収
益
権
の
制
限
を
直

接
的
に
確
保
す
る
に
は
、
両
者

間
で
私
法
上
の
権
利
関
係
を
設

定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ

の
権
利
設
定
の
方
法
と
し
て
、

�
地
役
権
と
し
て
設
定
す
る
方

法
、
�
区
分
地
上
権
と
し
て
設

定
す
る
方
法
、
又
は
�
債
権
と

し
て
設
定
す
る
方
法
が
考
え
ら

れ
る
が
、
本
稿
で
は
�
及
び
�

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
と
す

る
。�

地
役
権
と
し
て
設
定
す

る
方
法

地
役
権
と
は
、
設
定
行
為
で

定
め
ら
れ
た
目
的
に
従
い
、
自

己
の
土
地
の
便
益
の
た
め
に
、

他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
権
利

を

い

う
（
民
２
８
０
）
。
便

益

を
受
け
る
土
地
を
要
役
地
、
便

益
を
供
す
る
土
地
を
承
役
地
と

い
い
、
便
益
の
目
的
は
、
通

常
、
設
定
行
為
で
定
め
ら
れ
る

が
、
典
型
的
な
地
役
権
と
し
て

通
行
地
役
権
、
日
照
地
役
権
な

ど
が
あ
る
。

容
積
率
の
移
転
で
は
、
容
積

率
の
移
転
（
緩
和
）
を
受
け
る

土
地
を
要
役
地
、
容
積
率
を
移

転
（
制
限
）
す
る
土
地
を
承
役

地
と
し
て
不
作
為
地
役
権
を
設

定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不

作
為
地
役
権
の
設
定
は
、
上
記

１
�
で
述
べ
た
容
積
率
の
移
転

の
法
的
性
質
と
同
義
で
あ
り
、

現
行
の
法
制
の
中
で
は
最
適
で

あ
る
と
考
え
る
。

�

区
分
地
上
権
と
し
て
設

定
す
る
方
法

区
分
地
上
権
と
は
、
他
人
の

土
地
の
地
下
又
は
空
間
に
工
作

物
を
所
有
す
る
た
め
、
上
下
の

範
囲
を
定
め
て
設
定
さ
れ
る
地

上
権
を
い
う
（
民
２
６
５
、
２

６
９
の
２
）
。
地

下

鉄
、
モ

ノ

レ
ー
ル
の
敷
設
な
ど
地
上
権
で

は
不
都
合
な
場
合
が
多
い
た

め
、
地
下
・
空
間
の
階
層
的
利

用
を
確
保
す
る
目
的
で
設
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

容
積
率
の
移
転
で
は
、
例
え

ば
、
地
上
○
○
ｍ
以
上
の
上
空

区
間
を
区
切
り
、
容
積
率
の
移

転
（
緩
和
）
を
受
け
る
土
地
の

所
有
者
が
、
容
積
率
を
移
転

（
制
限
）
す
る
土
地
に
つ
い
て

区
分
地
上
権
を
設
定
し
そ
の
登

記
を
す
る
。
こ
の
区
分
地
上
権

の
設
定
に
よ
り
、
容
積
率
を
移

転
（
制
限
）
す
る
土
地
で
土
地

所
有
者
が
利
用
で
き
る
空
間
が

制
限
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
移

転
（
緩
和
）
を
受
け
た
容
積
率

が
実
質
的
に
確
保
さ
れ
る
。
し

か
し
、
容
積
率
を
移
転
（
制

限
）
す
る
土
地
の
上
で
工
作
物

を
所
有
す
る
た
め
に
設
定
す
る

も
の
で
は
な
い
点
で
問
題
が
あ

る
と
考
え
る
。

Ⅲ

容
積
率
移
転
に
係
る
所
得
税
法
上
の
取
扱
い

１

容
積
率
を
移
転
（
制
限
）

す
る
者
の
取
扱
い

容
積
率
の
移
転
の
法
的
性
質

は
、
上
記
�
１
�
で
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

容
積
率
を
移
転
す
る
者
が
、
容

積
率
の
制
限
に
対
す
る
対
価
を

収
受
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と

し
て
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
る

所
得
と
し
て
不
動
産
所
得
に
該

当
す
る
と
考
え
る
（
所
法
２６

①
）
。
例
外
と
し
て
、
資
産
の

譲
渡
と
み
な
さ
れ
る
行
為
と
し

て
譲
渡
所
得
に
該
当
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
（
所
法
３３
①
、

所
令
７９
①
）
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
考
察
す
る
。

�

地
役
権
と
し
て
設
定
す

る
方
法

資
産
の
譲
渡
と
み
な
さ
れ
る

行
為
に
該
当
す
る
地
役
権
の
設

定
は
そ
の
範
囲
が
限
定
列
挙
さ

れ
て
お
り
、
容
積
率
の
移
転
に

関
す
る
も
の
で
は
、「
都
市
計

画
法
第
８
条
第
１
項
第
四
号

（
地
域
地
区
）
の
特
定
街
区
内

に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
の
た

め
に
設
定
さ
れ
た
地
役
権
で
、

建
造
物
の
設
置
を
制
限
す
る
も

の
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
特
定
街
区
以
外
の
制
度

の
適
用
を
受
け
て
容
積
率
の
移

転
を
し
た
場
合
に
地
役
権
の
設

定
を
し
た
と
き
は
、
す
べ
て
不

動
産
所
得
に
該
当
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
権

利
金
が
時
価
の
１
／
４
を
超
え

て
多
額
に
な
る
場
合
に
、
そ
れ

を
不
動
産
所
得
と
し
て
取
り
扱

う
と
高
い
税
率
が
適
用
さ
れ
、

権
利
金
の
授
受
を
行
わ
ず
地
代

を
高
額
と
す
る
場
合
に
比
し
て

税
負
担
が
重
く
な
る
た
め
、
そ

れ
を
緩
和
す
る
趣
旨
の
も
の
と

解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特

定
街
区
以
外
の
制
度
の
適
用
を

受
け
た
場
合
に
こ
の
規
定
の
適

用
対
象
外
に
す
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
。

�

区
分
地
上
権
と
し
て
設

定
す
る
方
法

資
産
の
譲
渡
と
み
な
さ
れ
る

行
為
と
し
て
、「
建
物
若
し
く

は
構
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す

る
地
上
権
の
設
定
」
と
規
定
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法

上
、
上
記
�
２
�
の
問
題
点
を

ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
よ

り
、
税
法
上
の
取
り
扱
い
も
異

な
る
と
考
え
る
。

２

容
積
率
の
移
転
（
緩
和
）

を
受
け
る
者
の
取
扱
い

容
積
率
の
移
転
の
法
的
性
質

は
、
上
記
�
１
�
で
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

容
積
率
の
移
転
を
受
け
る
者

が
、
容
積
率
の
緩
和
に
対
す
る

対
価
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、

地
役
権
、
区
分
地
上
権
、
賃
借

権
等
の
無
形
固
定
資
産
と
し
て

計
上
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ

る
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
容
積
率
の
移
転

（
緩
和
）
を
受
け
る
側
で
は
、

一
定
の
容
積
率
を
超
え
る
建
築

物
を
建
築
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
土
地
の
利
用
価
値
が
拡
大

す
る
効
果
が
生
じ
る
。
こ
の
利

用
価
値
の
増
加
に
伴
い
価
額
も

上
昇
す
る
こ
と
か
ら
、
土
地
の

取
得
価
額
に
算
入
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ

お
わ
り
に

近
年
で
は
、
土
地
の
有
効
・

高
度
利
用
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
都
市
計
画
法
又
は
建
築

基
準
法
等
の
改
正
に
よ
り
容
積

率
の
移
転
を
可
能
と
す
る
新
た

な
制
度
も
創
設
さ
れ
て
き
て
お

り
、
容
積
率
の
移
転
取
引
は
今

後
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上

述
の
と
お
り
容
積
率
の
移
転
に

係
る
権
利
設
定
に
つ
い
て
は
不

明
確
な
部
分
が
あ
り
、
税
務
上

も
統
一
的
な
取
り
扱
い
が
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
無
償
で
容
積
率
の
移
転

を
し
た
場
合
の
取
扱
い
や
容
積

率
の
移
転
が
あ
る
場
合
の
宅
地

の
評
価
方
法
（
財
基
通
２３
、
２３

２
）
の
陳
腐
化
な
ど
今
後
の

議
論
の
余
地
は
大
き
い
と
考
え

る
。

（
参
考
文
献
等
）

・
池
田
誠
「
空
中
権
を
巡
る
税

務
上
の
取
扱
い
」（
税
大
論

叢
６２
号

平
成
２１
年
６
月
２５

日
）

・
金

子

宏
「
租

税

法
〔
第
１８

版
〕
」（
弘
文
堂
）

・
近
江
幸
治
「
民
法
講
義
�
」

「
民
法
講
義
�
」

矢野 重明［芝］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
２５
年
９
月
月
次
研
究
会

【５】２０１３年〔平成２５年〕１２月１日〔日曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 Volume No.683


